
 

 

令和３年度指定介護保険サービス 

事業者等集団指導資料 

 

地域密着型通所介護 

 

 

三戸町役場健康推進課 

  
  



 

 

１． 認知症対応型共同生活介護の事業の人員及び運営等に関する基準 

  

三戸町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業業者

の指定等に関する条例  

  

認知症対応型共同生活介護の人員、運営の基準については、「三戸町指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」（以下条例とい

う。）の規定に基づき、三戸町が指定を行うこととなっております。  

具体的な基準については、国が定めた「指定地域密着型サービスの事業の人員及び

運営に関する基準（平成１８年厚生省令第３４号）」（以下基準という。）に準じてお

り、三戸町独自の基準については、文書等の保存期間を「２年間」から「５年間」と

独自に規定しています。   
  

※以下、「条例」から、条文内の「法」とは、介護保険法を指し、条文内の「施行規則」とは、介護保

険法施行規則を指す。 

 

 

  

（１）基本方針  

 

第五十九条の二 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地

域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓

練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。  

 

 

  



 

（２）人員に関する基準  

 

項目 条 文 内 容 

従業員の

員数 

 

条例 

第 59 条の３ 

第１項 

基準 

第２０条 

第１項  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業

所ごとに置くべき従業者の員数は次のとおりとする。  

  

一 生活相談員  

サービス提供日ごとに、サービス提供している時間帯に

生活相談員（専らサービスの提供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数をサービスを提供している時間

帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要

な数。  

  

二 看護師又は准看護師（以下「看護職員」）  

サービス単位ごとに、専らサービス提供に当たる看護職

員が１以上確保されるために必要な数。  

  

三 介護職員  

サービスを提供している時間帯に介護職員が勤務してい

る時間数の合計数をサービスを提供している時間帯の時間

数で除して得た数が利用者の数が１５人までの場合にあっ

ては１以上、１５人を超える場合にあっては１５人を超え

る部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保さ

れるために必要な数。  

  

四 機能訓練指導員 １以上  

  

当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定

地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型

通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限を

いう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が１０人

以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看

護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の

単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している

時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域

密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している

時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上

確保されるために必要と認められる数とすることができ

る。  



 

同条・同基準 

第３項 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第４項 

 

 

 

同条・同基準 

第５項 

 

 

同条・同基準 

第６項 

 

 

 

同条・同基準 

第７項 

 

同条・同基準 

第８項 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の単位ごとに、第１項第三号の介護職員(前項の適用を

受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次

項及び第７項において同じ。)を、常時一人以上当該指定地

域密着型通所介護に従事させなければならない。 

 

 

第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利

用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所

介護の単位の介護職員として従事することができるものと

する。  

  

前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密

着型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用

者に対して一体的に行われるものをいう。 

 

第１項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務

に従事することができるものとする。 

 

第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常

勤でなければならない。 

 

指定地域密着型通所介護事業者が第１項第三号に規定す

る第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

については、町長の定める当該第一号通所事業の人員に関

する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

前項の計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める「実践

者研修」又は「基礎課程」の研修を修了している者でなけ

ればならない。  

管理者 条例 

第 59 条の 4 

基準 

第２１条 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通

所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある



 

 

 

 

 

 

 

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。  

 

管理者  
管理者は常勤であり、かつ原則として専ら当該事業

所の管理業務に従事するものである。ただし、以下の

場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないと

きは、他の職務を兼ねることができるものとする。  
イ 当該事業所の介護従事者としての職務に従事する

場合  
ロ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、

特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められ

る範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該

他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職

務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等

の事業の内容は問わないが、例えば、併設される訪

問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者

との兼務は一般的には管理業務に支障があると考え

られる）。  
 

 

 

 

  



 

（３）設備に関する基準  

 

項 目 条 文 内 容 

設備及び

備品等 

条例 

第 59 条の５ 

第１項 

基準 

第２２条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

 

同条・同基準 

第４項 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第５項 

指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、

静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護の提供に必

要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。  

 

 

 

前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。  

一 食堂及び機能訓練室  

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有

するものとし、その合計した面積は、３平方メート

ルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。  

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の

提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所

とすることができる。  

二 相談室  

遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしない

よう配慮されていること。  

  

第１項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介

護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がな

い場合は、この限りでない。 

  

前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が

第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密

着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）に

は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に

当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った市

町村長に届け出るものとする。  

  

指定地域密着型通所介護事業者が第２０条第１項第３号

に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一



 

 

 

 

 

 

号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、市町村の定める当該第一号通所事業

の設備に関する基準を満たすことをもって、第１項から第

３項までに規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。  

 
・食堂及び機能訓練室  

通所介護事業所の食堂及び機能訓練室については、３平方メートルに利用者定

員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、原則として同時に複数の利用者

に対し介護を提供するものであることに鑑み狭隘な部屋を多数設置することによ

り面積を確保するべきではないものである。  
ただし、通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的なサービスの提供が

期待される場合はこの限りではない。  
 
・消火設備その他非常災害に際して必要な設備  

消火設備その他非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令に規定された

設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 

 

  



 

（４）運営に関する基準 

 

項 目 条 文 内 容 

内容及び

手続きの

説明及び

同意 

条例 

第９条 

第１項 

※条例第 59

条の 20 によ

り準用 

基準（以降※

１準用と標

記） 

第３条の７ 

第１項 

※基準第 37

条により準用

（以降※２準

用と標記） 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族に対し、第 102 条に規定する重要事項に関する規程

の概要、介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用申込者又はその

家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書

の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用

申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重

要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定地域密着型通所介

護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲

げるもの 

ア 指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る電子計

算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算

機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

する方法  

イ 指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された前項に規定す

る重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はそ

の家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

同条・同基準 

第４項 

 

 

 

同条・同基準 

第５項 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第６項 

 

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重

要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物をもって調製するファイルに前項に規定する重

要事項を記録したものを交付する方法 

 

前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することにより文書を作成することがで

きるものでなければならない。  

 

第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定地域密

着型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、第２項の規定により

第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あ

らかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は

電磁的方法による承諾を得なければならない。 

一 第２項各号に規定する方法のうち指定地域密着型通所

介護事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

 

前項の規定による承諾を得た指定地域密着型通所介護事

業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的

方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

った場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項

に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはな

らない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項

の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 

提供拒否

の禁止 

条例 

第１０条 

指定地域密着型通所介護事業者は、正当な理由なく認知

症対応型共同生活介護の提供を拒んではならない。 



 

※１準用 

基準 

第３条の８ 

※２準用 

なお、“正当な理由”とは、①当該事業所の現員から

利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地

が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、

その他利用申込者に対し自ら適切な指定地域密着型通

所介護を提供することが困難な場合です。  

  

サービス

提供困難

時の対応 

条例 

第１１条 

※１準用 

基準 

第３条の９ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、当該事業所の通常の

事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な

通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、他

の指定地域密着型通所介護事業者の紹介その他の必要な措

置を速やかに講じなければならない。 

受給資格

等の確認 

条例 

第１２条 

第１項 

※１準用 

基準 

第３条の１０ 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供を求められた場合には、その者の提示する被保

険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要

介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、前項の被保険者証に

法第７８条の３第２項の規定により認定審査会意見が記載

されているときは、当該認定審査会に配慮して指定地域密

着型通所介護を提供するよう努めなければならない。 

要介護認

定の申請

に係る援

助 

条例 

第１３条 

第１項 

※１準用 

基準 

第３条の１１ 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用

申込者については、要介護認定の申請が既に行われている

かどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利

用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならない。  

  

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定居宅介護支援が

利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認

めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利

用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の３



 

０日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければな

らない。 

心身の状

況等の把

握 

条例 

第 59 条の 16 

基準 

第２３条 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければ

ならない。 

指定居宅

介護支援 

事業者等

との連携 

条例 

第１５条 

第１項 

※１準用 

基準 

第３条の１３ 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者そ

の他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅

介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

法定代理

受領サー

ビスの提

供を受け

るための

援助 

条例 

第１６条 

※１準用 

基準 

第３条の１４ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第６５条

の４各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者

又はその家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２４

項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成を指定居宅

介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出るこ

と等により、通所介護の提供を法定代理受領サービスとし

て受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支

援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受

領サービスを行うために必要な援助を行わなければならな

い。 

居宅サー

ビス計画

に沿った

サービス

提供 

条例 

第１７条 

※１準用 

基準 

第３条の１５ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、居宅サービス計画

（法第８条第２４項に規定する居宅サービス計画をいい、

施行規則第６５条の４第一号ハに規定する計画を含む。以

下同じ。）が作成されている場合は、当該居宅サービス計画

に沿った指定地域密着型通所介護を提供しなければならな

い。 



 

居宅サー

ビス計画

等の変更

の援助 

条例 

第１８条 

※１準用 

基準 

第３条の１６ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者が居宅サービ

ス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居

宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなけ

ればならない。 

サービス

提供の記

録 

条例 

第２０条 

第１項 

※１準用 

基準 

第３条の１８ 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護を提供した際には、当該通所介護の提供日及び内容、

当該通所介護について法第４２条の２第６項の規定により

利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費

の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記

載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならな

い。 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合に

は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用

者に対して提供しなければならない。 

利用料等

の受領 

条例 

第 59 条の７ 

第１項 

基準 

第２４条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、

その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型

通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当

該通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費

の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にそ

の利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護に係る

地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の支払を受け

る額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者か

ら受けることができる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第４項 

 

 

 

 

同条・同基準 

第５項 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域

に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 

二 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指

定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの

提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定

地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基

準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護

の提供において提供される便宜のうち、日常生活におい

ても通常必要となるものに係る費用であって、その利用

者に負担させることが適当と認められる費用 

 

前項第３号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣

が定めるところによるものとする。 

※居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に

関する指針(平成１７年９月７日厚生労働省告示第４１９

号) 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、第３項の費用の額に

係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

「その利用者に負担させることが適当と認められる

もの」とは、「利用者の希望によって、身の回り品とし

て日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係

る費用」であって、保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分する必要があります。 

 

 

保険給付

の請求の

ための証

明書の交

付 

条例 

第２２条 

※１準用 

基準 

第３条の２０ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない認知症対応型共同生活介護に係る利用料の

支払を受けた場合は、提供した認知症対応型共同生活介護

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明

書を利用者に対して交付しなければならない。 

 



 

 

指定地域

密着型通

所介護の

基本取扱

方針 

条例 

第 59 条の８ 

第１項 

基準 

第２５条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

 

 

 

 

 

  

指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指

定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

指定地域

密着型通

所介護の

具体的取

扱方針 

条例 

第 59 条の９ 

基準 

第２６条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 

一 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域

での生活を継続することができるよう、地域住民との交

流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況

を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

二 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を

尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送

ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第

１項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然

かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びそ

の者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行

うものとする。 

四 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通

所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

五 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技

術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの

提供を行うものとする。  

六 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身

の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機

能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適

切に提供する。特に、認知症（法第５条の２第１項に規

定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対し

ては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供

ができる体制を整えるものとする。 



 

地域密着

型通所介

護計画の

作成 

条例 

第 59 条の 10 

第１項 

基準 

第２７条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

 

同条・同基準 

第４項 

 

 

同条・同基準 

第５項 

 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心

身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機

能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければな

らない。 

 

 

指定地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画

が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に

沿って作成しなければならない。 

 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型

通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけれ

ばならない。 

 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型

通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護

計画を利用者に交付しなければならない。 

 

指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者に

ついて、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施

状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

利用者に

関する市

町村への

通知 

条例 

第２８条 

※１準用 

基準 

第３条の２６ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し

なければならない。  

一 正当な理由なしに指定地域密着型通所介護の利用に関

する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増

進させたと認められるとき。  

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は

受けようとしたとき。 

緊急時の

対応 

条例 

第５３条 

※１準用 

基準 

第１２条 

※２準用 

訪問介護員等は、現に指定地域密着型通所介護の提供を

行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 



 

管理者の

責務 

条例 

第 59 条の 11 

第１項 

基準 

第２８条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地

域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着

型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地

域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 

運営規程 条例 

第 59 条の 12 

基準 

第２９条 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下この節において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定地域密着型通所介護の利用定員 

五 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費

用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 

十一 その他運営に関する重要事項 

注：虐待の防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努

力義務（令和６年４月１日より義務化）。 

勤務体制

の確保 

条例 

第 59 条の 13 

第１項 

基準 

第３０条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し、適切

な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密

着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めてお

かなければならない。  

  

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の

従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければ



 

 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第４項 

ならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。  

  

指定地域密着型通所介護事業者は、介護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全て

の介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援

専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければならない。  

 注：認知症に係る基礎的な研修を受講させるために必要な

措置は、令和６年３月３１日まで努力義務（令和６年４月

１日より義務化）。 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着

型通所介護の提供を確保する観点から、現場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着

型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

業務継続

計画の策

定等 

条例 

第 32 条の２ 

第１項 

※１準用 

基準 

第 3 条の 30

の 2 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

同条・同基準 

第３項 

指定地域密着型通所介護事業者は、感染症や非常災害の

発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じなければならない。  

  

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護

従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

  

指定地域密着型通所介護事業者は、定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。  



 

注：業務継続計画の策定等は、令和６年３月３１日まで

努力義務（令和６年４月１日より義務化）。 

定員の遵

守 

条例 

第 59 条の 14 

基準 

第３１条 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指

定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただ

し、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りではない。 

非常災害

対策 

条例 

第 59 条の 15 

第１項 

基準 

第３２条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携

体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければ

ならない。  

  

 

指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練

の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に

努めなければならない。 

衛生管理

等 

条例 

第 59 条の 16 

第１項 

基準 

第３３条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければな

らない。  

  

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型

通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しな

いように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。  

一 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の

予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護従業者に周知徹底を図ること。  

二 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の

予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。  

三 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密

着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。  



 

注：感染症の予防及びまん延の防止のための措置は、令和

６年３月３１日まで努力義務（令和６年４月１日より義務

化）。 

掲示 条例 

第３４条 

第１項 

※１準用 

基準 

第３条の３２ 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

指定地域密着型通所介護事業所は、指定地域密着型通所

介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する事項

を記載した書面を当該指定地域密着型通所介護事業所に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

秘密保持

等 

条例 

第３５条 

第１項 

※１準用 

基準 

第３条の３３ 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

 

 

同条・同基準 

第３項 

指定地域密着型通所介護事業所の従業者は、正当な理由

がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。  

  

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型

通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

すことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

  

 

指定地域密着型通所介護事業者は、サービス担当者会議

等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同

意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の

同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならな

い。 

 

 



 

広告 条例 

第３６条 

※１準用 

基準 

第３条の３４ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所について広告をする場合においては、その内容

が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

指定居宅

介護支援

事業者に

対する利

益供与の

禁止 

条例 

第３７条 

※１準用 

基準 

第３条の３６ 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定居宅介護支援事

業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者による

サービスを利用させることの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない。 

苦情処理 条例 

第３８条 

第１項 

※１準用 

基準 

第３条の３６ 

第１項 

※２準用 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第４項 

 

同条・同基準 

第５項 

指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密

着型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。  

  

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付

けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな

い。  

 

指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密

着型通所介護に関し、法第２３条の規定により町が行う文

書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職

員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情

に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又

は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。  

  

指定地域密着型通所介護事業者は、町からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければなら

ない。  

  

指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密

着型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保



 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第６項 

険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会を

いう。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査

に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の

指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。  

  

指定地域密着型通所介護事業者は、国民健康保険団体連

合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国

民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

地域との

連携等 

条例 

第 59 条の 17 

第１項 

基準 

第３４条 

第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

同条・同基準 

第４項 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住

民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する町

の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する

区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域

包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知

見を有する者等により構成される協議会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用

者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以

下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、お

おむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報

告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推

進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。  

 

指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、

要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記

録を公表しなければならない。  

  

指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当

たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。  

  

指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当

たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用

者からの苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び援助

を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 



 

同条・同基準 

第５項 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当

該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着

型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

事故発生

時の対応 

条例 

第 59 条の 18 

第１項 

基準 

第３５条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

同条・同基準 

第３項 

 

 

同条・同基準 

第４項 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定

地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介

護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及

び事故に際して採った処置について記録しなければならな

い。 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定

地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、第２２条第４項の指

定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が

発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な

措置を講じなければならない。 

 

①利用者に対するサービス提供により事故が発生した

場合の対応方法について、あらかじめ指定地域密着型

通所介護事業者が定めておくことが望ましい。  

②指定地域密着型通所介護事業者は、賠償すべき事態

において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加

入しておくか、又は賠償資力を有することが望まし

い。  

③指定地域密着型通所介護事業者は、事故が生じた際

には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。 

 

 

虐待の防

止 

条例 

第 40 条の 2 

※１準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、虐待の発生又はその

再発を防止のため、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。  



 

基準 

第 3 条の 38

の 2 

※２準用 

一 当該指定地域密着型通所介護事業所における虐待の防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果について、地域密着型通所介護

従業者に周知徹底を図ること。  

二 当該指定地域密着型通所介護事業所における虐待の防

止のための指針を整備すること。  

三 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密

着型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。  

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を

置くこと。  

注：虐待の防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努

力義務（令和６年４月１日より義務化）。 

会計の区

分 

条例 

第４１条 

※１準用 

基準 

第 3 条の 39 

※２準用 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所

介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着

型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな

ければならない。 

記録の整

備 

条例 

第 59 条の 19 

第１項 

基準 

第３６条 

第１項 

 

同条・同基準 

第２項 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定

地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならな

い。 

一 地域密着型通所介護計画 

二 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供

した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第２８条に規定する町への通知

に係る記録 

四 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情

の内容等の記録 

 



 

五 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録 

六 第５９条の１７第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録 

準用 条例 

第 59 条の 20 

基準 

第３７条 

 

第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、

第２０条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４条

から第３８条まで、第４０条の２、第４１条及び第５３条

の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第５９条の１２に規定する重

要事項に関する規程」と、同項、第３２条の２第２項、第

３４条第１項並びに第４０条の２第一号及び第三号中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地

域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

 

（５）共生型地域密着型サービスに関する基準  
（６）指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準  
  
についても、規定されていますので、各事業所においてサービス提供を検討する場合

には、事前に相談してください。  
  
  



 

介護保険事業者における事故発生時の報告取扱いについて 

 

介護保険法に基づきサービスを提供している事業所は、各指定基準で事故発生時には市

町村に報告しなければならないこととなっております。そのため、三戸町における事故発

生時の報告取扱いについて次のとおりとなります。  

 

１ 対 象  

① 三戸町の被保険者に対して介護サービスを提供するもの 

② 三戸町内を所在地とする介護保険法（平成９年法律第１２３号）における指定居宅

サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保

険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指

定介護予防支援事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者並びに指定通所介護事

業者等で提供する宿泊サービスを提供する事業者  

  

２ 報告の範囲  

 各事業者は、次の場合、関係市町村（三戸町及び被保険者の属する市町村）へ報告を

行うこととする。  

（１） サービス提供中の利用者の怪我又は死亡事故の発生 

ア 「サービス提供中」とは、送迎・通院等を含む。 

イ 「怪我」とは、転倒又は転落に伴う骨折及び出血、火傷、誤嚥、誤薬等で医療機

関において治療（当該施設内及び併設医療機関での医療処置を含む。）又は入院し

たものを原則とする。 

ウ 怪我、死亡事故等については、事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者の

自己責任及び第三者の過失による事故を含む。 

エ 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性の

あるときは報告すること。 

（２） 感染症、食中毒の発生又はそれが疑われる事例 

ア 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 

１０年法律第１１４号）第６条１項に規定する感染症のうち、５類感染症以外のも

のとする。ただし、５類感染症であっても、 インフルエンザ又は感染性胃腸炎は

報告の対象とする 。 

イ 報告の基準は、次のいずれかに該当する場合とする。 

（ⅰ） 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又

は重篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合 

（ⅱ） 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれが疑われる者が１０名以上又

は全利用者の半数以上発生した場合 

（ⅲ） （ⅰ）又は（ⅱ）に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る

感染症等の発生が疑われ、 特に管理者が報告を必要と認めた場合 



 

ウ 関連する法に届出義務が規定されている場合には、これに従うこと。 

（３） 利用者が行方不明となった場合 

ア 行方不明となったその当日中に発見できなかった場合 

イ 警察に捜索願を届け出た場合 

（４） 従業員の法令違反、不祥事等があった場合 

（５） 火災、地震、風水害、その他これらに類する災害による被害があった場合 

（６） その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合 

（７） 上記のほか、サービスの提供において利用者の処遇に著しい影響を与えた場合 

 

３ 報告の手順  

報告の手順は、次のとおりとする。 

（１） 事業者は、前条に定める事故が発生した場合は、第一報を速やかに当該利用者

の家族等に連絡するとともに、三戸町に対して事故報告書により報告するものと

する。その際、少なくとも事故報告書内の１から６の項目までについて可能な限

り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に、電子メール等で提

出すること。ただし、前条に定める死亡事故、感染症、食中毒又はその他重大事

故の発生の場合は、事故発生後速やかに電話にて報告したうえで、事故報告書を

提出するものとする。 

（２） 事業者は、前号で定める第一報後において、状況の変化等必要に応じて、追加

の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告するも

のとする。 

 

４ 報告先 

三戸町健康推進課高齢者支援班  

  〒０３９－０１９８  

   三戸郡三戸町大字在府小路町４３番地 

電話  ０１７９－２０－１１５３（直通）  

FAX    ０１７９－２０－１１０５  

    メールアドレス  kaigo@town.sannohe.lg.jp  

  

  注 報告には利用者の個人情報が含まれるため、取扱いについては十分注意するこ

と。 

 



 

 



 

  
 

  



 

 

 

 

  



 

２ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準   

  

１ 基本報酬単位及び加算について  

１単位の単価：その他 10.00 円  

  

（１） 基本単位について  

  

イ 地域密着型通所介護費  

（１）所要時間３時間以上  

４時間未満の場合  

  （２）所要時間４時間以上  

５時間未満の場合  

要介護１  ４１５単位 要介護１  ４３５単位  

要介護２  ４７６単位 要介護２  ４９９単位  

要介護３  ５３８単位 要介護３  ５６４単位  

要介護４  ５９８単位 要介護４  ６２７単位  

要介護５  ６６１単位   要介護５  ６９３単位  

  

（３）所要時間５時間以上  

６時間未満の場合  

  （４）所要時間６時間以上  

７時間未満の場合  

要介護１  ６５５単位 要介護１  ６７６単位  

要介護２  ７７３単位 要介護２  ７９８単位  

要介護３  ８９３単位 要介護３  ９２２単位  

要介護４  １，０１０単位  要介護４  １，０４５単位  

要介護５  １，１３０単位    要介護５  １，１６８単位  

  

（５）所要時間７時間以上  

８時間未満の場合  

  （６）所要時間８時間以上  

９時間未満の場合  

要介護１  ７５０単位 要介護１  ７８０単位  

要介護２  ８８７単位 要介護２  ９２２単位  

要介護３  １，０２８単位  要介護３  １，０６８単位  

要介護４  １，１６８単位  要介護４  １，２１６単位  

要介護５  １，３０８単位    要介護５  １，３６０単位  

  

ロ 療養通所介護費（１月につき）     １２，６９１単位  

 

 



 

●療養通所介護費について  

① 利用者について  

療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供す

るに当たり常時看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症

等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。  

② サービス提供について  

療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用することとなって

いる日において、まず当該事業所の看護職員が利用者の居宅において状態を観察

し、通所できる状態であることを確認するとともに、事業所から居宅に戻ったと

きにも状態の安定等を確認することが重要である。  

したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用

者の状態の安定等を確認するまでをも含めて一連のサービスとするものであり、

これらの時間をあわせてサービス提供時間とする。  

なお、看護職員は介護職員と連携し、長期間・定期的に当該事業所を利用して

いる者については、初回のサービス利用時を除き、ＩＣＴを活用し、通所できる

状態であることの確認及び居宅に戻った時の状態の安定等を確認することができ

る。具体的には、当該事業所を利用している者であって、主治の医師や当該事業

所の看護師がＩＣＴを活用した状態確認でも支障がないと判断し、当該活用によ

る状態確認を行うことに係る利用者又は家族の同意が得られているものを対象に

できる。  

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画を作成す

るとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、多職種協働により、医療や

訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師や訪問

看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提供を行う。  

③ 療養通所介護費の算定について  

療養通所介護は、当該療養通所介護事業所へ登録した者について、登録してい

る期間１月につき所定単位数を算定する。月途中から登録した場合又は月途中か

ら登録を終了した場合には、登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又

は当該月の初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。  

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が療養通所介護事業者と利

用契約を結んだ日ではなく、サービスを実際に利用開始した日とする。また、

「登録終了日」とは、利用者が療養通所介護事業者との間の利用契約を終了した

日とする。  

④ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について  

イ 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数

を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減算を行うこ

ととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数

の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの



 

提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努め

るものとする。  

ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、  

ⅰ）人員基準上必要とされている員数から１割を超えて減少した場合にはそ

の翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者

の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法

に従って減算する。 

ⅱ）１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消

されるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通

所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。（ただし、

翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）  

ハ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用

定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合に

は、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。  

   



 

１ 所要時間による区分の取扱い  

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護

計画に位置付けられた内容の地域密着型通所介護を行うための標準的な時間による

こととされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎

え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、地域密着型

通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。  

したがって、この場合は当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数

が算定されるものであること。（このような家族等の出迎え等までの間の「預か

り」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）  

また、ここでいう地域密着型通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する

時間は含まれないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベ

ッド・車椅子への移乗、戸締り等）に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場

合、１日３０分以内を限度として、地域密着型通所介護を行うのに要する時間に含

めることができる。  

① 居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置付けた上で実施する場

合  

② 送迎時に居宅の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職

員基礎研修課程修了者、１級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（２級課

程修了者を含む。）、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年

数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤続年数の合計が３年以

上の介護職員である場合  

これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の地域密着型通所介護の提

供が地域密着型通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には地

域密着型通所介護計画上の単位数を算定して差し支えない。  

地域密着型通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、地域密着

型通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。  

なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位（指定地域密着型サービス基準第 20

条に規定する指定地域密着型通所介護の単位をいう。以下同じ。）を行う事業所に

おいては、利用者が同一の日に複数の指定地域密着型通所介護を利用する場合に

は、それぞれの地域密着型通所介護の単位について所定単位数が算定されること。  

  

  

２ 災害時等の取扱い  

災害その他やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用

が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続

することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数

の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定



 

員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位

数の減算を行うものとする。 

 

  

３ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について  

① 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利

用に対し、介護給付費の減算を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の

数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費とうの算定方法（平成 12

年厚生省告示第２７号。「以下「通所介護費唐の算定方法」という。」において、

定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、

これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未

然防止を図るよう努めるものとする。  

② この場合の利用者の数は、１月間（暦月）の利用者の数の平均を用いる。この

場合、 1 月間の利用者の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時に

サービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除し

て得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げ

るものとする。  

③ 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当

することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに

至った月まで、利用者の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規

定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月

から通常の所定単位数が算定される。  

④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行う

よう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合に

は、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。  

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該

定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用

が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌

月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわ

らずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月

の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。  

  

  

４ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について  

① 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下

回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、

通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を

明らかにしているところであるが、これは適正なサービス提供を確保するための

規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。  



 

② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。  

イ 看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間の職

員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービ

ス提供日数で除して得た数とする。  

ロ 介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数を用い

る。この場合、１月間の勤務延時間数は、配置された職員の１月の勤務延時間

数を当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。  

ハ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌月か

ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数

が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。  

  

・（看護職員の算定式）  

     サービス提供日に配置された延べ人数  

 ――――――――――――――――――  ＜ 0.9 サービス提供

日数  

  

・（介護職員の算定式）  

     当該月に配置された職員の勤務延時間数  

 ――――――――――――――――――  ＜ 0.9  当該月に配置すべき職

員の勤務延時間数  

  

ニ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消され

るに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定

方法に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人

員基準を満たすに至っている場合を除く。）。  

  

・（看護職員の算定式）  

         サービス提供日に配置された延べ人数  

0.9 ≦ ――――――――――――――――――  ＜ 1.0 サービス提供

日数  

  

  

・（介護職員の算定式）  

         当該月に配置された職員の勤務延時間数  

0.9 ≦ ―――――――――――――――――――  ＜ 1.0      当該月に

配置すべき職員の勤務延時間数  

  



 

③ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員

等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別

な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。  

 

 

５ 入浴介助を行わない場合の減算について  

事業所内に入浴設備がない場合など事業所の都合によって入浴介助を実施しない

場合は減算の対象となる。また、療養通所介護計画に、入浴介助の提供が位置づけ

られている場合に、利用者側の事情により、療養通所介護費を算定する月に入浴介

助を１度も実施しなかった場合も減算の対象となる。ただし、利用者の心身の状況

や希望により、清拭又は部分浴を実施した場合はこの限りではない。  

  

◆入浴介助を行っていない場合は、所定単位数の１００分の９５に相当する単位数を算定

する。  

  

  

６ サービス提供が過少である場合の減算について  

イ 「利用者１人当たり平均回数」は、暦月ごとにサービス提供回数の合計数を、利

用者数で除することによって算定するものとする。  

ロ 利用者が月の途中で、利用を開始する、終了する又は入院する場合にあって

は、当該利用者を「利用者１人当たり平均回数」の算定に含めないこととす

る。  

ハ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には事業所

に対して適切なサービスの提供を指導するものとする。  

  

◆指定療養通所介護事業所が提供する指定療養通所介護の算定月における提供回数に

ついて、利用者１人当たり平均回数が、月５回に満たない場合は、所定単位数の１

００分の７０に相当する単位数を算定する。  

  

  

７ ２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護を行う場合の取扱い  

２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護の単位数を算定できる利用者は、心

身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から

始めて長時間に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情に

より長時間のサービス利用が困難な者であること。  

なお、２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護であっても、地域密着型通所

介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、

利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施

されるべきものであること。  

  



 

◆２時間以上３時間未満の指定地域密着型通所介護を行う場合は、単位数表イ（２）

の所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する。  

 

 

８ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の取扱

いについて  

感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る）の発生を理由とする利用者

数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用

者数よりも１００分の５以上減少している場合に、市長村長に届け出た指定地域密

着型通所介護事業所においては、指定地域密着型通所介護を行った場合に、利用者

数が減少した月の翌々月から３月いないに限り、１回につき所定単位数の１００分

の３に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応す

るための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合

は、当該加算の期間が終了した月の翌月から３月以内に限り、引き続き加算するこ

とができる。  

  

  

９ ８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービスを行った

場合の加算の取扱い  

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続

して日常生活の世話を行う場合について、５時間を限度として算定されるものであ

り、例えば、  

① ９時間の地域密着型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場

合  

② ９時間の地域密着型通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合

計５時間の延長サービスを行った場合には、５時間分の延長サービスとして 250

単位が算定される。  

また、当該加算は地域密着型通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以

上の部分について算定されるものであるため、例えば、  

③ ８時間の地域密着型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場

合には、地域密着型通所介護と延長サービスの通算時間は１３時間であり、４時

間分（＝１３時間－９時間）の延長サービスとして２００単位が算定される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体

制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、

当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いている必要があり、当該事業

所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該事業所の設備を利用し

て宿泊する場合や、宿泊した翌日において当該事業所の地域密着型通所介護の提

供を受ける場合には算定することはできない。  

  

 



 

イ ９時間以上１０時間未満の場合   ５０単位   

ロ １０時間以上１１時間未満の場合 １００単位   

ハ １１時間以上１２時間未満の場合 １５０単位 

ニ １２時間以上１３時間未満の場合 ２００単位 

ホ １３時間以上１４時間未満の場合 ２５０単位  

 

 

10 生活相談員配置等加算について（１日つき 13単位）   

次のいずれにも適合すること。  

イ 生活相談員を１名以上配置していること。  

ロ 地域に貢献する活動を行っていること。  

  

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型地域密着型通所介護

の提供日ごとに、当該共生型地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上

配置する必要があるが、共生型地域密着型通所介護の指定を受ける障害福祉制度

における指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練

（生活訓練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事

業所に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合

には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。  

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合

は、その曜日のみ加算の算定対象となる。  

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流

会など）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベ

ントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における

清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」、

「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つた

めのものとするよう努めること。  

③ なお、当該加算は、共生型地域密着型通所介護の指定を受ける指定生活介護事

業所等においてのみ算定することができるものであること。  

  

  

11 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  

指定地域密着型通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者が、清川村

（山村振興法第７条第１項に該当）に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域を超えてサービスを提供する場合は、１日につき所定単位数の１００分の

５に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

なお、運営規定の「通常の事業の実施地域」に清川村が設定されている場合

は算定できない。また、当該加算を算定した場合は、交通費の支払いを受ける

ことが出来ない。  



 

12 入浴介助加算について  

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について （４０単位）  

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助で

あること。  

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合につい

て算定されるものであるが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための

見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上

のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のため

の声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触す

る介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。な

お、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる

入浴方法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを含むものとす

る。  

② 地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置づけられている場合に、利用

者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できな

い。  

  

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について （５５単位）    

次のいずれにも適合すること。  

① アに掲げる基準に適合すること。  

② 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職

種の者（以下「医師等」）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用

者の動作及び浴室の環境を評価していること。当該訪問において、当該居宅

の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難

しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用

具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入

又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。  

③ 当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職

員、   生活相談員、その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」）が共同

して、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の下で、当該利用者の身体の

状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計

画を作成すること。  

④ ③の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。以下同じ。）その他の

居宅の状況に近い環境で、入浴介助をおこなう。  

 ア①及び②を準用する。この場合において、ア①の「入浴介助加算（Ⅰ）」

は、「入浴介助加算（Ⅱ）に読み替える。  

 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅

で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができる



 

ようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものであ

る。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、

自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるよ

うになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念

頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。  
ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（利用者

の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能

訓練指導員を含む。）が利用者の居宅を訪問（個別機能訓練加算を取得する

にあたっての訪問等を含む。）し、利用者の状態をふまえ、浴室における当

該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪

問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を

踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うこと

が可能であると判断した場合、指定地域密着型通所介護事業所に対しその旨

情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定地域密

着型通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分

な情報共有を行うよう留意すること。  
（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術

に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護

員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅

介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは

指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及

び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若し

くは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。  
ｂ 指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の

居宅を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問に

より把握した利用者の居宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成す

る。なお、個別の入浴計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に

記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることがで

きる。  
ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境に

て、入浴介助を行う。なお、この場合「個浴その他の利用者の居宅の状況に

近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅

の浴室の環境を個別に模したものとして差支えない。また、入浴介助を行う

際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身又は家族・訪

問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介

護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な

介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にしてください。  

  

  



 

13 中重度ケア体制加算について（１日につき 45単位）  

① 中重度ケア体制加算は、暦月ごとに、指定地域密着型サービス基準第 20 条第

１項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常

勤換算方法で２以上確保する必要がある。  

このため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は

介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数

で除することによって算定し、暦月において常勤換算方法で２以上確保していれ

ば加算の要件を満たすこととする。  

なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時

間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は

含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第２位以下を切

り捨てるものとする。  

② 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を

除く。）又は届出日の属する月の前３月の 1 月当たりの実績の平均について、利

用実人数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員

数には含めない。  

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものと

する。  

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した

事業所を含む。）については、前年度の実績による加算の届出はできないもの

とする。  

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降に

おいても、直近の割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合

を下回った場合については、直ちに加算の変更届出を提出しなければならな

い。  

④ 看護職員は、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する

必要があり、他の職務との兼務は認められない。  

⑤ 中重度ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定すること

ができる。また、認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度ケア体制加算の

算定とともに認知症加算も算定できる。  

⑥ 中重度ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であ

っても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプロ

グラムを作成することとする。  

  

14 生活機能向上連携加算について  

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位     

次のいずれにも適合すること。  

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所

又リビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病



 

床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以

内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士又は医師（以下、「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定

地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等 [機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者] が共同して利用者の身体状況

等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。  

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的

とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に

応じた機能訓練を適切に提供していること。  

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上

評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の

進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

  

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

次のいずれにも適合すること。  

① 指定リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指

定地域密着型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共

同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている

こと。  

② 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的

とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に

応じた機能訓練を適切に提供していること。  

③ ①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上

評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の

進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 

  

13 個別機能訓練加算について  

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ（１日につき５６単位） 

次のいずれにも適合すること  

① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師

（はり師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師、又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓

練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する

者に限る。）（以下「理学療法士等」）を１名以上配置していること。  



 

② 機能訓練指導員等［機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者］が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当

該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。  

③ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活

機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の

選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利

用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っているこ

と。  

④ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を

確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後３月ごとに

１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅での生活状況を

その都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓

練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を

行っていること。  

⑤ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ（1日につき８５単位） 

次のいずれにも適合すること  

① イ①で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従

事する指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置している

こと。  

② イ②から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。  

ハ 個別機能訓練加算（Ⅱ） （1月につき２０単位）  

① イ①から⑤まで又はロ①及び②に掲げる基準に適合すること。  

② 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、

機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用していること。  

  

ⅰ） 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定する際の人員配置  

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置するこ

と。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を

配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接機能訓練の提

供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。  

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜

日があらかじめ定められた、利用者の居宅介護支援事業者に周知されて

いる必要がある。なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当

該加算に係る理学療法士等の職務に従事する場合には、当該職務の時間

は、指定地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準

の算定に含めない。  



 

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する際の人員配置  

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置するこ

とに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定地域

密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置すること。この場合にお

いて、例えば 1 週間のうち特定の曜日だけ、専ら機能訓練を実施する理学療

法士等を 1名以上及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を指定地域密着

型通所介護を行う時間帯を通じて 1名以上配置している場合は、その曜日に

おいて理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算

定対象となる。  

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日は

あらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要が

ある。  

なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓

練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定地域密着型通

所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。  

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成  

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能

訓練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその

目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とす

る個別機能訓練計画を作成すること。  

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅

を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等

の状況）を確認し、その結果や利用者又は家族の意向及び介護支援専門員等

の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲の向上につながる

よう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的

かつ分かりやすい目標とすること。また、単に身体機能の向上を目指すこと

のみを目標とするのではなく、日常生活における生活機能の維持・向上を目

指すことを含めた目標とすること。  

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資する

よう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、

利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助すること。  

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に

記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが

できるものとする。  

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数  

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能

訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集

団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応

じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。訓練



 

時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あ

たりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。  

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能

な限り自立して暮らし続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を図る

ため、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね週１回以

上実施することを目安とする。  

ホ 個別機能訓練実施後の対応  

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能

訓練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効

果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価

を行うほか、３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅で

の生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者

又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対して個別機

能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、記録する。  

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練

の効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・

相談し、利用者等の意向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効

果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等をふまえた個別

機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うこと。  

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。  

ヘ その他  

・ 厚生労働大臣が定める利用者数の数の基準及び看護職員等の員数の基準

並びに通所介護費等の算定方法第五号の二に規定する基準のいずれかに該

当する場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ

を算定することはできない。  

・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合は個別機能訓練加算

（Ⅰ）ロを算定することはできない。また個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算

定している場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定することはできな

い。  

・ 個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合で

も、利用者の都合等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合

は、小別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する

ことはできない。  



 

・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの目標設定・

個別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等については、

別に定める通知において示すこととする。  

・ 個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標を踏まえた訓練

項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管さ

れ、常に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が可能であるように

すること。  

ⅱ） 個別機能訓練加算（Ⅱ）について  

厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-

term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）

を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え並びに事

務処理手順及び様式例の提出について」を参照してください。  

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック

情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該

計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その

評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。  

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維

持向上に資するため、適宜活用されるものである。  

   



 

16 ＡＤＬ維持等加算について  

イ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） （１月につき３０単位） 

次のいずれにも適合すること。  

① 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（(２)において「評価対

象利用期間」）が６月を超える者をいう。以下この号において同じ。）の総数

が１０人以上であること。  

② 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用

開始月」）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用

の利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月）におい

てＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」）を測定し、測

定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。  

③ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定し

たＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を

用いて一定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」）の平均値が１

以上であること。  

  

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） （1月につき６０単位） 

次のいずれにも適合すること。  

① イ①及び②の基準に適合するものであること。  

② 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が２以上であること。  

  

◆厚生労働大臣が定める期間は、ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月

から起算して１２月までの期間  

［経過措置・改正告示附則第５条］  

令和３年４月３０日までの間は、「ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年

の同月から起算して１２月までの期間又はＡＤＬ維持等加算を算定する年度の初

日の属する年の前年の１月から１２月までの期間」とする。  

① 令和３年３月３１日において、改正前のＡＤＬ維持等加算に係る届出を行っ

ている事業所であって、改正後のＡＤＬ維持等加算に係る届出を行っていないも

のにおける改正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）（１月につき３単位）の算定につい

ては、令和５年３月３１日までの間は、なお、従前の例によることができる。こ

の場合において、改正前の「ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）」は「ＡＤＬ維持等加算

（Ⅲ）」と読み替える。 

② 令和３年４月３０日までの間は、改正後のＡＤＬ維持等加算の適用について

は、本規定中「翌月から１２月以内の期間」とあるのは、「翌月から１２月以内

の期間又は満了日の属する年度の次の年度内」とする。  

  

 

 



 

◆ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について  

① ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index（バーセル

インデックス）を用いて行うものとする。  

② 大臣基準告示第十六号の二イ(2)における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、

ＬＩＦＥを用いて行うこととする。  
③ 大臣基準告示第十六号の二イ(3)及びロ(2)におけるＡＤＬ利得は、評価対象利

用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利

用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の左欄に掲げる者に

係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同

表に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。  
 

１ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上２５以下 １ 

ＡＤＬ値が３０以上５０以下 １ 

ＡＤＬ値が５５以上７５以下 ２ 

ＡＤＬ値が８０以上１００以下 ３ 

２ 評価対象利用開始月において、初回

の要介護認定（法第２７条第１項に規定

する要介護認定をいう。）があった月か

ら起算して１２月以内である者 

ＡＤＬ値が０以上２５以下 ０ 

ＡＤＬ値が３０以上５０以下 ０ 

ＡＤＬ値が５５以上７５以下 １ 

ＡＤＬ値が８０以上１００以下 ２ 

 

④ ③においてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ

利得の多い順に、上位１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端

数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）及び下位１００分の１０

に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。）を除く利用者（以下この(12)において「評価対象利用者」とい

う。）とする。  
⑤ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者につ

いては、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携して

サービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用者に含めるも

のとする。  
⑥ 令和３年度については、評価対象期間において次のイからロまでの要件を満

たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から１２月（令和

３年４月１日までに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型

通所介護費に掲げる基準に適合しているものとして市町村長に届出を行う場合

にあっては、令和３年度内）限り、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定

できることとする。  
イ 大臣基準告示第十六号の二イ(1)、(2)及び(3)並びにロ(2)の基準（イ(2)に
ついては、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示す書類を保存

していること。  



 

ロ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととす

る。 ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報シ

ステム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」を参照してください。  
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバ

ック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成

（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、当該実施内容の評

価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）
の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行

うこと。  
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力

の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。  
ハ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を開始しようとする月の末日ま

でに、 ＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認するこ

と。  
⑦ 令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から１

２月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１日までに算定基準に適合

しているものとして市町村長に届出を行う場合については、次のいずれかの期

間を評価対象期間とすることができる。  
イ 令和２年４月から令和３年３月までの期間   

ロ 令和２年１月から令和２年 12 月までの期間  
⑧ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前年の同月

に、基準に適合しているものとして市町村長に届けている場合には、届出の日から

１２月後までの期間を評価対象期間とする。  

◆ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）について  

イ 令和３年３月３１日において現に、令和３年度介護報酬改定による改正前の

ＡＤＬ維持等加算に係る届け出を行っている事業所であって、(12)①に係る届

け出を行っていないものは、令和５年３月３１日までの間はＡＤＬ維持等加算

（Ⅲ）を算定することができる。この場合の算定要件等は、令和３年度介護報

酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の要件によるものとする。  

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）の算定に係る事務処理手続等の詳細については、こ

の通知に定めるもののほか、「ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様

式例について（平成 30年４月６日老振発第 0406 第１号、老老発第 0406 第３

号）」におけるＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の事務処理手順等を参考にしてくださ

い。  

  

 

 

 



 

17 認知症加算について （1 日につき６０単位）  

厚生労働大臣が定める基準  次のいずれかに適合すること 

イ 指定地域密着型サービス基準の「看護職員」又は「介護職員」に規定する員

数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。  

ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３

月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動

が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が 20％以上で

あること。 

ハ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて専ら当該指定地域密着型通所

介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に関る

専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を１名以上配置

していること。  

  

【厚生労働大臣が定める利用者】  

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者    

   

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、「中重度ケア体制加算」の①と同じ。  

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介

護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該

当する者を指すものとし、これらの者の割合については、前年度（３月を除

く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利

用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては

人員数には含めない。  

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、「中重度ケア体制加

算」の③ と同じ。  

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18年３月 31日老発第 0331010 号厚生労働省老健

局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成

18 年３月 31 日老計発第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認

知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとす

る。  

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に

規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。  

⑥ 「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に

規定する「認知症介護実践者研修」を指すものとする。  



 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践

者研修、認知症看護に係る適切な研修の修了者は、指定地域密着型通所介護を

行う時間帯を通じて１名以上配置する必要がある。  

⑧ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者

に対して算定することができる。また、「中重度者ケア体制加算」の算定要件

も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度者ケア体制加算も算定でき

る。  

⑨ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に

資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。  

  

  

18 若年性認知症利用者受入加算について （1日につき６０単位）  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当

該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。  

◆受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった   

者）ごとに個別の担当者を定めていること。  

◆認知症加算を算定している場合は、算定できない。  

  

  

19 栄養アセスメント加算について （１月につき５０単位）  

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われ

るケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。  

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、（栄養アセスメント加

算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養アセスメント強化加算

の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の

管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は栄養ケア・ステーショ

ン）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。  

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順に

より行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。  

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。  

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し

て、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養

管理上の課題の把握を行うこと。  

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決

すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供を行うこと。  

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援

専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討

するように依頼すること。  



 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受け

ている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメン

ト加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結

果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄

養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できる。  

⑤ 厚生労働省への情報の提供については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩ

ＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」を参照してください。  

サービスの質の向上をはかるため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック

情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）当該決定に

基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえ

た栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）により、サービスの質の管理を行うこと。  

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持

向上に資するため、適宜活用されるものである。  

◆定員超過利用・人員基準欠如に該当している場合は、算定できない。  

  

 

20 栄養改善加算について （３月以内の期間に限り月２回を限度として１回 200 単位）  

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われる

ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。  

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、（栄養改善加算の対象

事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要

件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養

士を 1 名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しく

は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション）」）との連携

により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。  

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者で

あって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。  

イ ＢＭＩが１８.５未満である者  

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実

施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）

に規定する基本チェックリストの№（11）の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が３.５ｇ／dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者  

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者  

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいずれかの項目

に該当するかどうか、適宜確認されたい。  



 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する

（13）、（14）、（15）のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含

む。）  

・生活機能の低下の問題  

・褥瘡に関する問題  

・食欲の低下の問題  

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する（16）、（17の

いずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。）・認知症の問題（基

本チェックリストの認知症に関連する（18）、（19）、（20）のいずれかの項目に

おいて「１」に該当する者などを含む。） 

・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）から（25）の項目に

おいて、２項目以上「１」に該当する者などを含む。）  

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされ

る。  

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。  

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及

び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄

養アセスメント」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関す

る内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等

を記載した栄養ケア計画を作成すること。  

作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又

はその家族に説明し、その同意を得ること。  

なお、地域密着型通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を地域

密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の

作成に代えることができるものとすること。  

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提

供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画

を修正すること。  

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結

果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意

を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的

な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養

改善サービスを提供すること。  

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、

おおむね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果

を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供するこ

と。  



 

ヘ 指定地域密着型サービス基準第 37条において準用する第３条の 18 に規定す

るサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士

が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加

算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとする

こと。  

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者で

あって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効

果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供

する。 

◆定員超過利用・人員基準欠如に該当している場合は、算定できない。  

  

  

21 口腔・栄養スクリーニング加算について    

大臣基準告示・五十一の六  

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） （1回につき２０単位）   

次のいずれかに適合すること。  

① 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

一 地域密着型通所介護費のイを算定していること。  

二 第十九号の二イ(1)、(2)及びに掲げる基準のいずれにも適合すること。  

三 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

② 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

一 地域密着型通所介護費のロを算定していること。  

二 第十九号の二イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

三 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） （一回につき５単位）   

次のいずれにも適合すること。  

① イ①一に該当するものであること。  

② 第十九号の二ロ(1)又は(2)に掲げる基準のいずれかに適合すること。  

  

参考 大臣基準告示・十九の二  

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）    

次のいずれにも適合すること。  

① 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い当    

該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下して

いるおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者

を担当する介護支援専門員に提供していること。  

② 利用開始時・及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、

当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあって



 

は、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支

援専門員に提供していること。  

③ 算定日が属する月が、次のいずれにも該当しないこと。  

一 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の

算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善

サービスが終了した日に属する月であること。  

二 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月

であること。  

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）    

次のいずれかに適合すること。  

① 次のいずれにも適合すること。  

一 イ①及び③に掲げる基準に適合すること。  

二 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利

用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である

若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。  

三 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔

機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了し

た日の属する月ではないこと。  

② 次のいずれにも適合すること。  

一 イ②及び③に掲げる基準に適合すること。  

二 算定日が属する月が栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当

該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サヘビスを受けてい間又は

当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。  

三 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔

機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了し

た日の属する月であること。  

  

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以

下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養ス

クリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として

行われることに留意すること。  

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として

一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第五十一号の六ロに規定

する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを

行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定することができる。  

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者につ

いて、 それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対

し、提供すること。  

イ 口腔スクリーニング  



 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯をつかっている者 

ｃ むせやすい者  

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが１８.５未満である者  

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施

について」（平成 18年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストの№（11）の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が３.５ｇ/dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者  

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担

当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口

腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。  

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリ

ーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向

上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要と判断された場合は、

口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加

算を算定できる。  

◆定員超過利用・人員基準欠如に該当している場合は、算定できない。  

  

  

22 口腔機能向上加算について  

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）（３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回 150

単位）   

次のいずれにも適合すること。  

① 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。  

② 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機

能改善管理指導計画を作成していること。  

③ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は

看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を

定期的に記録していること。  

④ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価するこ

と。  

⑤ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していない事業所であること。  

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ）（３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回 150

単位） 

次のいずれにも適合すること。   

① イ①から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。  



 

② 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管

理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

  

口腔機能向上加算について  

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。  

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであるこ

と。  

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当

する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とするこ

と。  

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目に

おいて「１」以外に該当する者  

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）、（14）、（15）の３項目のう

ち、２項目以上が「１」に該当する者  

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者  

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定される

ことから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師へ

の情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。  

なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当

する場合にあっては、加算は算定できない。  

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している

場合  

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していな

い場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に

関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合  

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなさ

れる。  

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。  

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用

者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言

語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が

共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成する

こと。  

作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対

象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。  



 

なお、地域密着型通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当す

る内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口

腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。  

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員

等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。  

その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計

画を修正すること。  

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検

討し、おおむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、

当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して

情報提供すること。  

ホ 指定地域密着型サービス基準第 37条において準用する第３条の 18 に規定す

るサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従

い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録す

る場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機

能を定期的に記録する必要はないものとすること。  

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であっ

て、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うこと

により、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについて

は、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。  

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められ

る状態の者  

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者  

⑥ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。Ｌ

ＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩ

ＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」を参照してください。  

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情

報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、

当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その評価結

果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサ

イクル）により、サービスの質の管理を行うこと。  

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持

向上に資するため、適宜活用されるものである。  

◆３月ごとの評価の結果、口腔機能が向上せず、引き続きサービス提供が必要と認め

られる場合は、引き続き算定することが出来る。  

◆定員超過利用・人員基準欠如に該当している場合は、算定できない。  

  

  



 

23 科学的介護推進体制加算について （1月につき４０単位）   

次に掲げるいずれの基準にも適合すること。  

① 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。以下同

じ。）、栄養状態、口腔機能、認知症（介護保険法(平成 9年法律第 123 号)第５

条の２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）の状況その他の利用者の

心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。  

② 必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、指定地域密着型通所介

護の提供に当たって、(1)に規定する情報その他指定地域密着型通所介護を適

切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。  

  

科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに上   

記に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できる。  

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出

情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算

に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照し

てください。  

③ 事業所は、利用者の提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画

(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともにその更なる向

上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組がもとめられ

る。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とは

ならない。  

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供

するためのサービス計画を作成する(Plan)。  

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画にもとづいて、利用者の自立支

援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)。  

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同し

て、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)。  

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体とし

て、サービスの質の更なる向上に努める(Action)。  

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持

向上に資するため、適宜活用されるものである。  

 

 

 

  



 

24 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地域密着型通所介

護を行う場合について  

指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該指

定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合

は、１日につき所定単位数（９４単位）を減算する。  

ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用

者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。  

  

① 同一建物の定義  

「同一建物」とは、当該指定地域密着型通所介護事業所と構造上又は外形上、

一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の１階部分に指定地域

密着型通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合

が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当し

ない。  

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指

定地域密着型通所介護事業所の指定地域密着型通所介護事業者と異なる場合であ

っても該当するものであること。  

② なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを

得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、

例外的に減算対象とならない。  

具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者

であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、２人以上の従

業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定地域密着型通所介護事業所の間の

往復の移動を介助した場合に限られること。  

ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動

介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に

検討し、その内容及び結果について地域密着型通所介護計画に記載すること。  

また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければ

ならない。  

  

  

25 送迎を行わない場合の減算について  

利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を行わない

場合は、片道につき４７単位を所定単位数から減算する。  

  

利用者が自ら指定地域密着型通所介護事業所に通う場合、利用者の家族が指定地

域密着型通所介護事業所への送迎を行う場合など、当該指定地域密着型通所介護事

業所の従業者が利用者の居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を実施

していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、上記２４の減算の対象

となっている場合には、当該減算の対象とはならない。  



 

26 サービス提供体制強化加算  

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） （１回につき２２単位）     

次のいずれにも適合すること。  

① 次のいずれかに適合すること。  

一 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が１００分の７０以上であること。  

二 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０

年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。   

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） （1回につき１８単位）     

次のいずれにも適合すること。  

① 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める

合が１００分の５０以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。   

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） （１回につき６単位）  

    ① 次のいずれかに適合すること。  

一 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が１００分の４０以上であること。  

二 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤

続年数７年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

ニ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ （1 月につき４８単位）    

次のいずれにも適合すること。  

① 指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以

上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

ホ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ （1 月につき２４単位）     

次のいずれにも適合すること。  

① 指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３

年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

◆職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の

平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業

を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月につ

いて常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。 したがって、新たに事業

を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであるこ

と。なお、介護福祉士等については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者と

すること。  

◆各号ただし書きの場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の

職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、そ



 

の割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合には、直ち

に加算の変更届を提出しなければならない。  

◆勤続年数とは、各月の前月末日時点における勤続年数をいうものとする。  

具体的には、平成 24 年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成 24年３月 31 

日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。  

◆勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経

営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者

に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

◆指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用

者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員

として勤務を行う職員を指すものとする。  

◆同一の事業所において第１号通所事業（指定居宅サービス等基準第 93条第１項第

三号に規定する第１号通所事業をいう。）の指定を併せて受け一体的に行っている

場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。  

 

 

27 介護職員処遇改善加算について  

   厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして市町村長に届け出た地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、地

域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３

１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、算定できない。  

① 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 合計単位数の 1000 分の 59 に相当する単位数  

② 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 合計単位数の 1000 分の 43 に相当する単位数  

③ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 合計単位数の 1000 分の 23 に相当する単位数  

④ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） ③により算出した合計単位数の 100 分の 90 に相

当する単位数  

⑤ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） ③により算出した合計単位数の 100 分の 80 に相

当する単位数  

［経過措置］  

令和３年３月３１日において現に改正前の介護職員処遇改善加算に係る届出を行

っている事業所であって、改正後の介護職員処遇改善加算に係る届出を行っていな

いものにおける介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）の算

定については、令和４年３月３１日までの間は、なお従前の例によることができ

る。  

  

 

 

 

 



 

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること  

① 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用の見込額が介護

職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当

該計画に基づき適切な措置を講じていること。  

② 〔介護職員処遇改善計画書〕事業所において、（１）の賃金改善に関する

計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の

計画等を記載した介護職員処遇改善計画を作成し、全ての介護職員に周知

し、市町村長に届け出ていること。  

③ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただ

し、経営悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るため

に介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことは

やむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。  

④ 事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町

村長に報告すること。  

⑤ 算定日が属する月の前 12月間において、労働基準法、労働者災害補償保

険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令

に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。  

⑥ 当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。  

⑦ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

一 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃

金に関するものを含む。）を定めていること。 

二 一の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知している

こと。  

三 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研

修の実施又は研修の機会を確保していること。  

四 三について、全ての介護職員に周知していること。  

五 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準

に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。  

六 五について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。  

⑧ 平成 27 年４月から（２）の届出の日の属する月の前月までに実施した介

護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職

員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。  

  

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  

イ①から⑥まで、⑦一から四まで及び⑧に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。  

  

 



 

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

① イ①から⑥までに掲げる基準に適合すること。  

② 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。  

一 次に掲げる要件の全てに適合すること。  

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の

賃金に関するものを含む。）を定めていること。  

ｂ a の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知してい

ること。  

二 次に掲げる要件の全てに適合すること。  

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る

研修の実施又は研修の機会を確保していること。  

ｂ a について、全ての介護職員に周知していること。  

③ 平成 20 年 10 月からイ（２）の届出の日の属する月の前月までに実施した

介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護

職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。  

  

ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）  

イ①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ②又は③に掲げる基準のい

ずれかに適合すること。  

  

ホ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）  

イ①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合すること。  

  



 

28 介護職員等特定処遇改善加算について  

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして市町村長に届け出た地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、

地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合は、算定できない。  
① 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）単位数の 1000 分の 12 に相当する単位数  
② 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）単位数の 1000 分の 10 に相当する単位数  

  
イ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）  

介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要

件の全てを満たすこと。  
  
 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）  
    処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。  
  
  
◆参考資料（介護保険最新情報 Vol９３５）  
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」[令和３年３月 16 日老発 0316 第４号→

３巻]を参照してください。  
 
  



 

３ 事業所の変更届出について  

事業所の指定後に、次の各項目に変更があった場合には、原則として、変更があった

日から１０日以内に変更届の提出が必要となります。  

なお、令和３年度から原則として押印が不要となっています。 

 

（１）法人関係  

変更内容  
必要書類  

備 考  
届出用紙  添付書類  

法人（開設者）代表者の変更  様式第２号 

登記事項証明書  
※１（研修修了証）  
※２（誓約書、役員経歴書）  

※１小規模多

機能型、認知

症対応型共同

生活介護のみ

必要  
※２以前に届

出がない者が

代表者となる

場合のみ必要  

法人（開設者）の役員の変更  様式第２号 
登記事項証明書  
※（誓約書、役員経歴書）  

※以前に届出

がない者が役

員となる場合

のみ必要  

法人（開設者）の住所変更   様式第２号 登記事項証明書  
  

  

法人（開設者）の名称変更  
（合併除く）  様式第２号 登記事項証明書、運営規程    

法人（開設者）の電話、ＦＡＸ

番号の変更  様式第２号     

法人（開設者）区分の変更  
（有限→株式等）  

様式第２号 
定款、登記事項証明書、運営

規程  

法人名称と事

業所名称が同

一の場合、付

表も必要  

定款、登記事項証明書の変更 

（介護保険関係の変更のみ）  様式第２号 

付表 
定款、登記事項証明書    

※１ 法人の合併は、変更ではなく「廃止届」と「新規指定申請」が必要です。  
２ 登記事項証明書は写しでも可。  



 

（２）事業所関係  

変更内容  
必要書類  

備 考  
届出用紙  添付書類  

事業所の名称  様式第２号 ・運営規程  

 

 

事業所の所在地 様式第２号 ・運営規程 

・平面図  

・写真 

 

事業所の電話、ＦＡＸ番号の変更  
様式第２号 

  
   

事業所のレイアウト変更  
様式第２号 

※（付表） 
平面図、写真  

※付表は面積

が変更となる

場合のみ必要  

  
  
（３）人員関係 →加算等に影響する場合は、（８）加算等関係を参照してください  

変更内容  
必要書類  

備 考  
届出用紙  添付書類  

管理者の交代（氏名変更を含） 
様式第２号 

付表 

勤務表 勤務表は、全

員分  

管理者の住所変更（転居、住居

表示の変更）  
様式第２号 

付表 
   

従業員の変更（管理者以外）＜

加算等に影響がない場合＞  
様式第２号 

付表 
運営規程、勤務表 ※１  

職員の欠員による減算（介護支援専門員、計画作成担当者における研修の未受講による減

算を含む。）の場合は、（８）加算等関係を参照してください。  
※１ 従業員の新規採用、退職等の異動により、従業員の員数は日々変わりうるものであ

ると想定されます。そのため、実人数を記載している場合は、変更している場合で

も、人員基準への適合を事業所が自主点検していることを要件に、前回届出時点の内

容と比較して変更が生じていない場合、届出は不要です。また、「○人以上」と記載

している場合は、「○人以上」の記載内容に変更が生じた場合のみ、届出を提出して

ください。 

  



 

 （４）営業時間等 →事前提出  

変更内容  
必要書類  

備 考  
届出用紙  添付書類  

営業日  
様式第２号 

付表 

勤務表、運営規程  
 

 

事務所の営業時間  
様式第２号 

付表 
勤務表、運営規程    

サービス提供時間  様式第２号 

付表 
勤務表、運営規程  

  

  
  
（５）営業案内等 →事前提出  

変更内容  
必要書類  

備 考  
届出用紙  添付書類  

実施単位の増減  

様式第２号 

付表 

勤務表、運営規程  
※１（平面図、写真）  

※１面積変更

を伴う場合の

み必要  

登録・利用定員の変更  

入所定員の変更  
様式第２号 

付表 
勤務表、運営規程 

 

実施地域の変更  
様式第２号 

付表 
運営規程    

 

 

 

 



 

（６）利用料金 

変更内容  
必要書類  

備 考  
届出用紙  添付書類  

利用料金の変更  
様式第２号 

付表 
運営規程（料金表含む）    

  
（７）加算等関係 →事前提出  

変更内容  
必要書類  

備 考  
届出用紙  添付書類  

加算を増やす、減算を解消す

る  

様式第２号 

域密着型サー

ビス介護給付

費算定に係る

体制等に関す

る届出書  

体制状況一覧表、添付書類  

※変更内容に

よって 必要

な書類は異な

る  

加算をはずす、減算を行う  体制状況一覧表    

 
 

  



 

４． 事業所の指定の更新について    

介護保険法等の規定に基づき、事業所指定については６年間の有効期限で指定をし

ています。有効期限の満了する１か月前までに、指定更新の申請書を提出してくださ

い。  
なお、三戸町からは有効期限満了に伴う指定更新のお知らせはしませんので、各事

業所において、指定の有効期限の確認を行い、期日までに必要な書類の提出をお願い

します。期日までに、書類の提出が無い場合には、指定の更新を行うことが出来なく

なりますので、注意してください。  
指定の更新に係る必要な書類については、次のとおりで、各様式については、三戸

町のホームページに掲載しています。  
  

提出書類  様式  

指定地域密着型サービス事業所指定申請書  様式第６号 

申請書付表  付表９  

登記事項証明書又は条例等※  

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  参考様式１  

平面図（建築図面等でも可）※ 参考様式３  

運営規程※    

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要※ 参考様式５ 

誓約書（介護保険法第７８条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面） 参考様式６ 

給付費算定に係る体制等に関する届出書 様式あり  

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表  様式あり  

 備考  

（１）※の書類について、前回提出時と変更がない場合、省略することができます。 

（２）参考様式については、様式に記載されている内容が含まれていれば独自様式での提出ができます。  
（３）指定基準等を満たしているか確認するために、追加で書類提出を求める事がありますのでご了承く

ださい。  
  



 

５． 過誤申し立てについて  

 
 (１)  過誤とは  
  

国保連合会で審査確定した内容に誤りがあった場合に、事業所から保険者に過誤申立

をして、既に確定している給付実績を取り下げる（支払金額の返還を行う）処理のこと

です。  
  過誤を行う際に、差分だけを調整することはできず、誤りを含む実績全てを取り下

げ、再度正しい実績で請求する必要があります。（１日分の実績を修正したい場合や公費

の請求し忘れ等でも、いったん１ヶ月分全ての実績を取り下げる必要があります。） 
 

◎過誤申立時の注意点  

以下の請求明細書については、過誤申立処理はできません。  

１．同一審査月内に提出した場合   

２．同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合   

３．既に返戻されている場合   

４．保留されている場合   

請求明細書本体の請求額の全額がマイナスされます｡ 

 

  
(２)  過誤の種類  

 
事業所が行う過誤申立については、①通常過誤と②同月過誤の２種類があります。 
しかし、青森県国民健康保険団体連合会から、事業所からの請求誤りによる過誤依頼

については、原則同月過誤で処理をお願いされていますので、同月過誤での過誤申立を

お願いします。また、同月過誤を行う際は、必ず同月に再請求を行ってください。  
 
① 通常過誤  

給付実績の取り下げのみを行います。 
過誤処理を行った後、再請求を翌月以降に行うため、過誤件数が多い場合などは、事業

所の支払額が大幅に減少したり、請求額を過誤額が上回り過誤処理に未調整が発生する

危険があります。 
 
 
② 同月過誤  
  給付実績の取り下げと再請求の審査を同月に行います。 



 

行政指導（監査）等により返還金が発生した場合など過誤金額が大きい場合や過誤申

立件数が多い場合に、同月に再請求を行うことで差額調整を行い、支払額への影響を軽

減させます。  
  

 
(３)  提出書類  

  
過誤処理を行う際は、三戸町へ過誤申立書を持参、郵送又はメールにより提出して

ください。郵送の場合は、郵送日数を考慮しての提出をお願いします。提出期限は過

誤の種類によって異なり、三戸町では以下のとおりとなります。 
 

①通常過誤  毎月１５日（閉庁日の際は前開庁日） 
 

②同月過誤  再請求を行う月の前月末日（閉庁日の際は前開庁日） 
 

※三戸町以外の被保険者によって提出書類や提出期限が異なりますのでご注意くださ

い。  
※過誤の申立書の件数が、１０件を超える場合には、事前に相談していただくと共

に、エクセルデータで提出をお願いします。 
 
(４)  連合会への再請求  
  

① 通常過誤  
「介護給付費過誤決定通知書」で過誤処理完了を確認した上で、再請求を行うこと

ができます。  
  

② 同月過誤  
過誤処理を行う同月に再請求を行うことができます。再請求がなかった場合は過

誤処理のみを行うこととなります。 
また、再請求分が審査においてエラー返戻となる場合には差額調整が行えませんの

で、誤りのないようご注意ください。  
  
  
 (５)  事業所への支払額  
  
① 通常過誤  

介護給付費審査決定額から過誤金額（過誤分の保険請求額と公費請求額）を引いた

額になります。  



 

  
② 同月過誤  
再請求分の金額を含む介護給付費審査決定額から過誤金額（過誤分の保険請求額と公

費請求額）を引いた額になります。  
 
 

（６）過誤申立コード  
 

過誤申立時には、４桁の事由コードが必要となります。４桁のうち左の２桁につい

ては、過誤申立を行う各サービスの請求書の様式のコードとなります。  

  

様式番号及びコード  様式名称  

10  様式第二  

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書  

 （訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所

介護、通所リハ、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間

対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護）  

11  様式第二の二  

介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付明細書  

 （介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防

訪問リハ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リ

ハ、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小

規模多機能型居宅介護）  

21  様式第三  
居宅サービス介護給付費明細書  

 （短期入所生活介護）  

24  様式第三の二  
介護予防サービス介護給付費明細書  

 （介護予防短期入所生活介護）  

22  様式第四  
居宅サービス介護給付費明細書  

 （介護老人保健施設における短期入所療養介護）  

25  様式第四の二  
介護予防サービス介護給付費明細書  

 （介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護）  

23  様式第五  
居宅サービス介護給付費明細書  

 （病院・診療所における短期入所療養介護）  

26  様式第五の二  
介護予防サービス介護給付費明細書  

 （病院・診療所における介護予防短期入所療養介護）  

30  様式第六  
地域密着型サービス介護給付費明細書  

 （認知症対応型共同生活介護（短期利用以外））  



 

31  様式第六の二  
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書  

 （介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外））  

32  様式第六の三  
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書  

 （特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護）  

33  様式第六の四  
介護予防サービス介護給付費明細書  

 （介護予防特定施設入居者生活介護）  

34  様式第六の五  
地域密着型サービス介護給付費明細書  

 （認知症対応型共同生活介護（短期利用））  

35  様式第六の六  
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書  

 （介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用））  

36  様式第六の七  

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書  

 （特定施設入居者生活介護（短期利用型）、  

地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型））  

40  様式第七  居宅介護支援介護給付費明細書  

41  様式第七の二  介護予防支援介護給付費明細書  

50  様式第八  
施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書  

 （介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）  

60  様式第九  
施設サービス等介護給付費明細書  

 （介護老人保健施設サービス）  

70  様式第十  
施設サービス等介護給付費明細書  

 （介護療養型医療施設サービス）  

  
また、右の２桁については、過誤を行う理由のコードとなります。  
基本的には、「１２」の請求誤りによる実績取り下げ（同月）のコードでお願いします。  
  

申立理由番号  申立理由  

01  台帳誤り修正による保険者申立の過誤調整  

02  請求誤りによる実績取り下げ  

09  時効による保険者申立の取り下げ  

11  台帳誤り修正による事業所申立の過誤調整  

12  請求誤りによる実績取り下げ（同月）  

21  台帳誤り修正による公費負担者申立の過誤調整  



 

29  時効による公費負担者申立の取り下げ  

32  給付管理票取消による実績の取り下げ  

42  適正化による保険者申立の過誤取り下げ  

49  適正化による保険者申立の過誤取り下げ（同月）  

52  適正化による公費負担者申立の過誤取り下げ  

59  適正化による公費負担者申立の過誤取り下げ（同月）  

62  不正請求による実績取り下げ  

69  不正請求による実績取り下げ（同月）  

90  その他の事由による台帳過誤  

99  その他の事由による実績の取下げ  

 

 

(７)  その他注意事項  

 
※ 過誤金額が介護給付費審査決定額（同月過誤の場合は再請求分を含む）を上回った場

合（過誤金額＞審査決定額）、事業所への支払いがマイナスになります。この場合、国

保連合会では、原則取扱対象外となっているため、過誤金額が大きい場合や過誤申立件

数が多い場合には、事前に三戸町に相談の上処理を進めてください。  
  
※ 国保連合会で審査確定していないものについては過誤処理の必要はありません。審査

結果を確認して処理を行ってください。  
  
※ 通常過誤で処理する場合、過誤が決定しないうちに再請求をされるとＡＮＮ４エラー

（過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです）になり返戻となります。「介護

給付費過誤決定通知書」で過誤処理完了を確認した上で、再請求をしてください。  
  
※ サービス計画費の実績を取り下げた（過誤）後の再請求の際には、給付管理票の提出

の必要はありません。サービス計画費のみの請求をしてください。なお、給付管理票の

内容に変更がある場合は、給付管理票の「修正」をしてください。  
  
※ 同一審査月に、同一被保険者の同一サービス提供月の「給付管理票の修正」とサービ

ス事業所からの「過誤処理」については、過誤が優先処理となり、給付管理票の修正が

できません。給付管理票がＡＮＮ７エラー（既に過誤調整を行っています）になり返戻

となります。事業所間の連携をお願いします。 
 

 


